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コ
ミ
ュニ
テ
ィ
ス
ク
ー
ル
は
、
学
校
と

保
護
者
や
地
域
の
皆
さ
ん
が
と
も
に
知

恵
を
出
し
合
い
、
学
校
運
営
に
意
見

を
反
映
さ
せ
る
こ
と
で
、
一
緒
に
協
働

し
な
が
ら
子
ど
も
た
ち
の
豊
か
な
成
長

を
支
え「
地
域
と
と
も
に
あ
る
学
校
づ

く
り
」を
進
め
る
法
律（
地
教
行
法
第

47
条
の
５
）に
基
づ
い
た
仕
組
み
で
す
。

　

令
和
３
年
４
月
に
お
け
る
町
内
保

育
所
・
幼
稚
園
等
の
入
所
を
希
望
さ

れ
る
方
の
申
込
み
を
次
の
と
お
り
受
け

付
け
ま
す
。

　

所
定
の
用
紙
に
よ
り
、
教
育
学
習

課
ま
た
は
保
育
所
・
こ
ど
も
園
・
幼
稚

園
の
い
ず
れ
か
へ
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

※
申
込
者
多
数
の
場
合
は
、
保
護
者

の
就
労
状
況
等
に
よ
り
、
保
育
の
必

要
性
に
よ
る
優
先
順
と
さ
せ
て
い
た
だ

く
た
め
、
希
望
す
る
施
設
に
入
所
で
き

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
な
お
、
現
在
通
園
さ
れ
て
い
る
お
子

様
に
つ
い
て
も
保
育
所
等
か
ら
配
布
さ

れ
ま
す
申
込
書（
兼
現
況
届
）を
提
出

し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
令
和
３
年
５
月
以
降
に
入

所
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
年
度
途

中
入
所
の
手
続
き
に
よ
り
申
込
む
こ
と

と
な
り
ま
す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了

承
く
だ
さ
い
。

　
み
な
べ
町
で
は
全
校
区
で
、
コ
ミ
ュニ

テ
ィ
ス
ク
ー
ル
が
今
年
度
か
ら
ス
タ
ー

ト
し
ま
し
た
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
校
区
で
地
域
・
保
護

者
の
代
表
者
が
集
ま
り
、運
営
協
議
会

（
コ
ミ
ュニ
テ
ィ
ス
ク
ー
ル
）を
開
催
し
、

地
域
と
学
校
が
協
力
し
合
い
地
域
で

ど
の
よ
う
な
子
ど
も
た
ち
を
育
て
る
の

か
、
何
を
実
現
す
る
の
か
と
い
う
目
標

や
ビ
ジ
ョン
を
話
し
合
って
い
ま
す
。

　

現
在
、
急
激
な
社
会
の
変
化
に
伴

い
、
学
校
と
地
域
を
取
り
巻
く
課
題

は
ま
す
ま
す
複
雑
化
、
多
様
化
し
て

い
ま
す
。
各
地
域
に
お
い
て
も
、
家
族

形
態
の
変
化
、
価
値
観
や
ラ
イ
フ
ス
タ

■
保
育
利
用
者（
２・３
号
認
定
）

　

児
童
の
保
護
者
が
就
労
、
出
産
、

疾
病
、
親
の
介
護
等
に
よ
り
、
児
童

を
保
育
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め

ら
れ
る
０
～
５
歳
児
の
児
童

５
歳
児（
平
成
27
年
４
月
２
日
～

平
成
28
年
４
月
１
日
生
ま
れ
）

４
歳
児（
平
成
28
年
４
月
２
日
～

平
成
29
年
４
月
１
日
生
ま
れ
）

３
歳
児（
平
成
29
年
４
月
２
日
～

平
成
30
年
４
月
１
日
生
ま
れ
）

２
歳
児（
平
成
30
年
４
月
２
日
～

平
成
31
年
４
月
１
日
生
ま
れ
）

１
歳
児（
平
成
31
年
４
月
２
日
～

令
和
２
年
４
月
１
日
生
ま
れ
）

０
歳
児（
令
和
２
年
４
月
２
日
～

令
和
２
年
９
月
30
日
生
ま
れ
）

■
教
育
利
用
者（
１
号
認
定
）

　

保
育
認
定
利
用
者
以
外
の
３
～
５

歳
児
の
児
童

イ
ル
の
多
様
化
等
に
よ
り
、
地
域
社
会

に
お
け
る
支
え
合
い
や
、
つ
な
が
り
が

希
薄
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
域
社

会
の
停
滞
や
教
育
力
の
低
下
な
ど
が

指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
町
教
育
委
員
会
で
は
、「
未
来
を
創

造
す
る
た
く
ま
し
い
子
ど
も
の
育
成
」

を
学
校
教
育
の
目
標
に
掲
げ
、
そ
の

目
標
を
達
成
し
て
い
く
た
め
の
方
針
の

一
つ
に「
魅
力
あ
る
学
校
づ
く
り
」
を

設
定
し
て
い
ま
す
。

　
子
ど
も
た
ち
に
も
、
大
人
に
も
魅
力

あ
る
学
校
を
、地
域
の
方
々
と
と
も
に
、

つ
く
り
あ
げ
て
い
く
こ
と
、
こ
の
こ
と

が
、
子
ど
も
た
ち
の
成
長
を
支
え
、
ひ

い
て
は
地
域
住
民
の
方
々
の
つ
な
が
り

を
広
め
、
魅
力
あ
る
地
域
づ
く
り
に
つ

な
が
る
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

今
後
も
各
校
区
で
の
会
議
の
み
な

ら
ず
、
学
校
と
の
連
携
活
動
を
進
め
、

ま
た
地
域
の
皆
様
の
ご
意
見
を
お
伺
い

す
る
場
を
設
定
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い

ま
す
。

■
保
育
所（
園
）※
保
育
利
用
者
の
み

　
南
部
保
育
所　
定
員
60
名　

　
　
　
　
　
　
（
℡
72 

‐ 

４
５
２
０
）

　
高
城
保
育
所　
定
員
60
名　

　
　
　
　
　
　
（
℡
75 

‐ 

２
０
４
４
）

　
清
川
保
育
所　
定
員
19
名　

　
　
　
　
　
　
（
℡
76 

‐ 

２
２
５
１
）

　
ひ
か
り
保
育
所　
定
員
60
名

　
　
　
　
　
　
（
℡
72 

‐ 

３
０
１
９
）

　
愛
之
園
保
育
園　
定
員
60
名　

　
　
　
　
　
　
（
℡
72 

‐ 

２
３
７
１
）

■
こ
ど
も
園　
　
　
　

　
　
※
保
育
利
用
者
・
教
育
利
用
者

　
上
南
部
こ
ど
も
園 

定
員
１
５
０
名

　
　
　
　
　
　
（
℡
74 

‐ 

３
０
２
２
）

■
幼
稚
園　
　

※
教
育
利
用
者
の
み

　
南
部
幼
稚
園　
定
員
１
２
５
名

　
　
　
　
　
　
（
℡
72 

‐ 

２
３
５
８
）

　
　
　

　
令
和
２
年
10
月
１
日（
木
）～

　
　
　
　
　
10
月
30
日（
金
）ま
で

　
◦
令
和
３
年
度
み
な
べ
町
教
育
・
保
育

　

現
在
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影

響
が
あ
り
、
人
と
の
つ
な
が
り
方
が
難

し
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
今
後
も
機

会
を
見
て
、
み
な
べ
町
広
報
紙
や
町
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
各
学
校
の
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ス
ク
ー
ル
の
取
組
み
を
紹
介
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ス
ク
ー
ル
に
つ
い
て
は

教
育
学
習
課（
℡
74 

‐ 

２
１
９
１
）へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

給
付
認
定
申
請
書
兼
利
用
申
込
書

◦
就
労
証
明
書
な
ど
家
庭
で
の
保
育

が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

（
保
育
利
用
者
の
み
）

※
申
込
書
や
申
込
み
の
手
引
き
は
各

教
育
・
保
育
施
設
ま
た
は
教
育
学
習

課
に
あ
り
ま
す
。
申
込
み
に
関
す
る

詳
細
は
、
申
込
み
の
手
引
き
を
ご
覧
い

た
だ
く
か
、
教
育
学
習
課
幼
児
教
育

室（
℡
74 

‐ 

３
７
３
８
）ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ス
ク
ー
ル
」が

ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た

令
和
３
年
度（
４
月
～
）の
町
内
保
育
所・

幼
稚
園
等
へ
の
入
所
申
込
み
に
つ
い
て

１
．入
所
対
象
児
童

２
．教
育・保
育
施
設　
　
　
　

４
．提
出
書
類

３
．申
込
受
付
期
間

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ス
ク
ー
ル（
学

校
運
営
協
議
会
制
度
）と
は

町
内
、全
校
区
で
ス
タ
ー
ト

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ス
ク
ー
ル
の

取
組
み
を
紹
介

教
育
委
員
会
で
は

「
未
来
を
創
造
す
る
た
く
ま
し
い

子
ど
も
の
育
成
」を
目
標
に

田植え体験（高城小学校）

運営協議会（清川小学校）

入所申込みに係る説明会について

　昨年より実施しています説明会（初めて申込みをされ
る方が対象）は、新型コロナウイルス感染予防の観点か
ら、今年は実施しませんので、ご理解ください。
　なお、ご質問等がございましたら随時対応いたします。
お問い合わせ先　幼児教育室（℡ ７４-３７３８）
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　大地震発生を想定し、地震の際の安全行動を行うシェイ
クアウト訓練を町内全域で実施します。
　
訓 練 日 時 令和２年１１月１日（日）　
 午前８時～（約３分間）
訓練対象地区 みなべ町内全域

　上記の日時にシェイクアウト訓練の音源を放送します。
放送を聞いて、その場（ご自宅や職場など）で、３つの安全行
動を行ってください。

※毎年、南部・岩代・上南部地区では、シェイクアウト訓練終了後に津波避難場所までの避難訓練を実施しています
が、今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、避難訓練は中止とします。

　お問い合わせ先　役場総務課　消防防災室（℡ ７２‐２１４２）

　新型コロナウイルスの影響を受けている事業者のための無料相談窓口です。
　和歌山県よろず支援拠点と町が連携し、下記日程で開催します。
　相談のある方は、役場産業課（℡ ７２‐１３３７）に前日までに、予約をお願いします。

　開催日時 １０月１５日（木）・１１月５日（木）
 ①9：30～　②10：45～　③13：00～　④14：15～　⑤15：30～（相談時間は1時間です）

　令和３年度、町立小学校への入学予定児童の就学時健康診断（内科・歯科・
知能検査など）を、次のとおり行います。

　　　対象児童　平成２６年４月２日～平成２７年４月１日生まれ
各校の実施日
◆上南部小学校 １０月  ６日（火） ◆清川小学校　１０月２８日（水）
◆高城小学校 １０月１４日（水） ◆南部小学校　１０月２９日（木）
◆岩代小学校 １０月２０日（火）　　各校とも午後に実施予定

　　
※新入学児童のご家庭には案内通知を送付します。日程に変更が生じる場合がありますので、正式な日時等の詳細

については通知をご覧ください。
お問い合わせ先　教育学習課（℡ ７４‐２１９１）

　県精神保健福祉センターでは、アルコール健康障害講演会を下記の日程で開催します。

日　　時 令和２年１１月１５日（日）　１３：３０～１６：００
会　　場 日高川交流センター（日高郡日高川町高津尾７１８－３）
内　　容 ◦講演「アルコールとのつきあい方」　岩出こころの診療所院長　眞城耕志先生
 ◦体験談（断酒会、ＡＡメンバー）
	 ◦県立こころの医療センターでのアルコール依存症治療の取り組み紹介
定　　員 ４０名（先着順）　＊参加費は無料です。
申込方法 １１月６日（金）までに電話でお申し込みください。
申 込 先 県精神保健福祉センター（℡ ０７３-４３５-５１９４）

※新型コロナウイルスの感染状況によって、開催を中止する場合がありますので、必ずお申し込みをお願いします。

町内全域でシェイクアウト訓練を実施します事業者のための経営・給付金相談のご案内 

来年度、小学校入学児童の就学時健診を実施します

アルコール健康障害講演会のご案内

LINEやメールで防災行政情報を配信しています！
　屋外スピーカーや宅内の戸別受信機以外に、LINEやメールによる防災行政情報の配信を行っています。
　受信方法については下記のQRコードを読み取るなど設定を行ってください。

※ bousai.minabe-town@raiden2.ktaiwork.jp
　 のメールアドレスへ空メールを直接送っても、設定できます。

← QRコードを読み取り、
　 友だち追加を押してください。

０１２０－３７６－７４２（通話料無料）
　上記の電話番号に電話をかけていただくと、ガ
イダンスが流れて放送内容が確認できます。

　設定方法等でご不明な点がありましたら、総務
課消防防災室までお問い合わせください。
　総務課　消防防災室（℡ ７２‐２１４２）

← QRコードを読み取り、空メールを送
信し、画面の内容に沿って設定を
行ってください。

シェイクアウト訓練

　シェイクアウト訓練とは、2008年にアメリカ
合衆国で始まった地震防災訓練です。
　地震の際の安全確保行動である「命を守
る３動作」を誰でも・どこでも・気軽に簡単に
行うことができる防災訓練です（左図参照）。

「命を守る３動作」
　① 姿勢を低くする
　② 頭・体を守る
　③ 揺れが収まるまでじっとしている

（提供　効果的な防災訓練と防災啓発提唱会議）

○ LINE ○ 電話放送案内サービス

☆ お問い合わせ先○ メール
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募
集
人
員　
１
名
程
度

採
用
予
定
期
間　
令
和
２
年
11
月
１
日

　
　
　
　
　
　
～
令
和
３
年
３
月
31
日

応
募
資
格　
高
卒
以
上

提
出
書
類　
履
歴
書
、
そ
の
他

募
集
期
間　
令
和
２
年
10
月
１
日
～

　
　
　
　
　
　
　
　
　
10
月
15
日

※
郵
送
可（
締
切
り
日
ま
で
に
必
着
）

試
験
内
容
等　
書
類
審
査
後
、面
接
を

　
　
　
　
　
　
行
い
ま
す
。

提
出
先・お
問
い
合
わ
せ
先　

　
教
育
委
員
会　
幼
児
教
育
室

開
催
日　
11
月
15
日（
日
）、 

22
日（
日
）

開
催
場
所　
町
内
各
会
場
で

　
く
わ
し
く
は
、
こ
の
広
報
紙
と一緒
に

お
届
け
し
た
要
項
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
状
況
に

よ
り
、
中
止
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
講
習
会
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
状
況
に
よ
り
、
急
き
ょ
中
止
や
内
容

が
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
土
地
は
、
国
民
の
た
め
の
限
ら
れ
た

貴
重
な
資
源
で
す
。

　
将
来
の
子
供
た
ち
の
た
め
、
明
日
の

豊
か
な
暮
ら
し
の
た
め
に
も
土
地
の
有

効
利
用
が
大
切
で
す
。

　
土
地
の
有
効
利
用
の
実
現
の
た
め
に

は
、
国
や
地
方
公
共
団
体
が
で
き
る

限
り
の
取
り
組
み
を
行
う
こ
と
は
も
ち

ろ
ん
で
す
が
、
何
よ
り
も
土
地
施
策
へ

の
皆
さ
ま
の
ご
理
解
と
ご
協
力
が
不

可
欠
で
す
。

【
土
地
所
有
者
に
と
っ
て
、
地
籍
調
査

事
業
は
こ
ん
な
こ
と
に
役
立
ち
ま
す
】

○
土
地
取
引
が
円
滑
に
で
き
る

○
土
地
ト
ラ
ブ
ル
の
未
然
防
止

○
課
税
の
適
正
化

○
境
界
確
認
の
費
用
が
か
か
ら
な
い

　

個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収
と
は
、

事
業
者（
給
与
支
払
者
）が
、
所
得
税

の
源
泉
徴
収
と
同
様
に
、
毎
月
、
従

業
員（
給
与
所
得
者
）に
支
払
う
給
与

か
ら
住
民
税（
市
町
村
民
税
＋
県
民

税
）を
徴
収（
天
引
き
）し
、
住
民
税

の
納
税
義
務
者
で
あ
る
給
与
所
得
者

（
従
業
員
）に
代
わ
っ
て
納
入
し
て
い

た
だ
く
制
度
で
、
地
方
税
法
で
義
務

付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　

　

毎
年
５
月
に
、
特
別
徴
収
義
務
者

あ
て
に「
特
別
徴
収
税
額
決
定
通
知

書
」を
お
送
り
し
ま
す
の
で
、
そ
の
税

額
を
毎
月
給
料
か
ら
徴
収
し
、
翌
月

の
10
日
ま
で
に
合
計
額
を
、
各
従
業

員
の
住
所
地
の
市
町
村
へ
納
入
し
て
く

だ
さ
い
。

　

従
業
員
が
常
時
10
名
未
満
の
事
業

所
は
、
申
請
に
よ
り
年
12
回
の
納
期

を
年
２
回
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
く
わ
し
く
は
、
税
務
課
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

法
人
・
個
人
を
問
わ
ず
、
給
与
等

を
支
払
っ
た
事
業
所
等
は
、
令
和
３
年

１
月
31
日
ま
で
に
給
与
支
払
報
告
書

を
各
市
町
村
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

給
与
支
払
報
告
の
対
象
者
は
、
令

和
２
年
中
に
給
与
、
賃
金
等
を
支
払
っ

た
方
全
員（
専
従
者
給
与
、パ
ー
ト
代
、

ア
ル
バ
イ
ト
代
も
含
ま
れ
ま
す
。）と
な

り
ま
す
の
で
、
在
職
し
て
い
る
方
は
も

ち
ろ
ん
の
こ
と
、
年
の
途
中
で
退
職
し

た
方
、
１
回
で
も
給
与
等
を
支
払
っ
た

方
も
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

健
康
に
つ
い
て
の
講
習
を
受
け
、
ミ

ニ
ド
ッ
ク
健
診
な
ど
の
啓
発
活
動
を
し

て
い
た
だ
け
る
方
を
募
集
し
ま
す
。

　

一
緒
に
健
康
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま

せ
ん
か
。

　
講
習
会
は
、
左
記
の
２
日
間
の
日
程

で
開
催
さ
れ
ま
す
。

日　

時	

11
月
17
日（
火
）　

	

午
後
１
時
30
分
～
午
後
５
時

場　

所	

上
富
田
町
保
健
セ
ン
タ
ー

講
習
内
容	

健
康
日
本
21
、
第
三
次
和	

	

歌
山
県
健
康
増
進
計
画
に

	

つ
い
て
等

日　

時	

11
月
19
日（
木
）　

	

午
後
１
時
30
分
～
午
後
５
時

場　

所	

西
牟
婁
総
合
庁
舎　

講
習
内
容	

生
活
習
慣
病
や
管
内
市
町

	

の
健
康
状
態
と
各
種
健
診
に

	

つ
い
て
等

申
込
み
締
切　
10
月
30
日（
金
）

お
問
い
合
わ
せ
・
申
込
み
先

　
ふ
れ
愛
セ
ン
タ
ー
保
健
師（
℡
74 

‐ 

３
３
３
７
）ま
で
。

くらし
の

情  報

税
務
課（
℡
72‐２
１
６
２
）か
ら

建
設
課（
℡
33‐９
３
７
０
）か
ら

個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収
を

徹
底
し
て
い
ま
す

10
月
１
日
は「
土
地
の
日
」

10
月
は「
土
地
月
間
」で
す

特
別
徴
収
の
事
務

狂
犬
病
予
防
法
第
27
条

納
期
の
特
例
に
つ
い
て

10
月
か
ら
地
籍
調
査
事
業
を

実
施
し
ま
す

給
与
支
払
報
告
書
の
提
出
に

つ
い
て

身　
　

分　
特
別
職
国
家
公
務
員

募
集
資
格　
18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
者

※
32
歳
の
方
は
、
条
件
が
あ
り
ま
す
の

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

試
験
期
日　
10
月
18
日（
日
）

受　
　

付　
試
験
日
の
前
日
ま
で

　

く
わ
し
く
は
、
自
衛
隊
御
坊
地
域

事
務
所（
℡
０
７
３
８ 

‐ 

２
３ 

‐０
0
２

０
）ま
で
。

　

行
政
相
談
は
、
行
政
の
仕
事
や
手

続
き
、
サ
ー
ビ
ス
な
ど
で
、「
困
って
い

る
」「
こ
う
し
て
ほ
し
い
」な
ど
の
意
見

や
相
談
を
お
受
け
す
る
も
の
で
す
。

　

総
務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
た
行
政

相
談
委
員
が
、
皆
さ
ん
か
ら
相
談
を
お

受
け
し
、
そ
の
解
決
の
た
め
の
助
言
や

関
係
行
政
機
関
と
の
連
絡
な
ど
、
皆

さ
ん
と
行
政
と
の
橋
渡
し
を
し
ま
す
。

　

町
で
は
、
毎
月
、
行
政
相
談
日
を

設
け
て
い
ま
す
の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ

い
。
相
談
は
無
料
で
秘
密
は
厳
守
さ

れ
ま
す
。

　

毎
月
の
相
談
日
は
、
広
報
紙
や
町

内
放
送
で
お
知
ら
せ
し
て
い
ま
す
。

10
月
の
相
談
日

　
８
日（
木
）　
み
な
べ
町
役
場

　
　
　
　
　
　
（
行
政
相
談
）

　
20
日（
火
）　
高
城
公
民
館
と
清
川

　
　
　
　
　
　
公
民
館（
行
政
相
談
）

※
時
間
は
い
ず
れ
も
、
午
後
１
時
30
分

～
３
時
30
分
ま
で
で
す
。

　
狂
犬
病
予
防
法
で
は
、
犬
の
飼
い
主

に
対
し
て
、「
市
町
村
への
犬
の
登
録
」

と「
年
１
回
の
狂
犬
病
予
防
注
射
の
接

種
」が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
犬

の
登
録
や
狂
犬
病
予
防
注
射
の
接
種

が
ま
だ
お
済
み
で
な
い
方
は
、
速
や
か

に
登
録
及
び
予
防
接
種
を
受
け
て
く

だ
さ
い
。

　
ま
た
、
狩
猟
犬
を
飼
っ
て
い
る
方
も

狩
猟
が
解
禁
に
な
る
前
に
必
ず
登
録
と

予
防
接
種
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

※
登
録
済
み
の
犬
が
亡
く
な
っ
た
時

は
、生
活
環
境
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

（
台
帳
整
理
の
た
め
）

　
　
　
　
　
　

次
の
各
号
に
該
当
す
る
者
は
、
20
万

円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。（
抜
粋
）

１　

犬
の
登
録
の
申
請
を
せ
ず
、
鑑

札
を
犬
に
着
け
ず
、
又
は
届
け

出
を
し
な
か
っ
た
者
。

２　

犬
に
予
防
注
射
を
受
け
さ
せ
ず
、

又
は
注
射
済
票
を
着
け
な
か
っ
た

者
。

健
康
長
寿
課（
℡
74-

３
３
３
７
）か
ら

生
活
環
境
課（
℡
72-

３
６
０
５
）か
ら

自
衛
隊
御
坊
地
域
事
務
所
か
ら

健
康
推
進
員
を

募
集
し
て
い
ま
す

犬
の
登
録
と
狂
犬
病
予
防
注
射

の
お
願
い

自
衛
官
候
補
生
採
用
試
験
の

お
知
ら
せ

学
童
保
育
所
の

指
導
員
を
募
集
し
ま
す

第
15
回　

み
な
べ
町
ス
ポ
ー
ツ
大
会

１０
月
７
日
～
１３
日
は

行
政
相
談
週
間

幼
児
教
育
室（
℡
74‐３
７
３
８
）か
ら

教
育
学
習
課（
℡
74‐３
１
３
４
）か
ら

総
務
課（
℡
72‐２
０
５
１
）か
ら

大展覧会など、中止のお知らせ
　新型コロナウイルス感染拡大防止の観点か
ら、今年度は「大展覧会」、「芸能まつり」、「高
城文化展・菊花展」、「清川文化展」を中止と
させていただきます。
　楽しみにされていた皆様には、申し訳ございま
せんが、ご理解をいただきますようお願い申し上
げます。
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　新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、規程の接種時期（年齢）までに、予防接
種が完了できなかった理由のある場合は、期間外でも接種が可能となります。
　保健師まで、ご相談ください。

　みなべ町では、３歳６か月児健診以降、就学前まで健診がありません。
　そこで、年中児の保護者を対象に、10月に園を通じてお子さんの発達に関するアンケートを行います。
　就学を1年後に控え、お子さんのことで気になっていることをご記入ください。
　個別相談もお受けしますので、保健師（℡ 74-3337）まで、ご連絡ください。

　子育て世代包括支援センターTetoteです。
　Tetoteは、妊婦や子育て中の皆さんの相談窓口です。
　妊娠、育児に関する相談はお気軽にどうぞ。

☆妊娠中の貧血を予防しましょう
　妊娠中は、赤ちゃんや胎盤の発育のため、鉄の必要量が増加し、貧血になりやすくなります。
　貧血は、微弱陣痛や出産時の異常出血、産後に母乳の出が悪くなる原因となります。
　バランスの良い食事、サプリメント、鉄剤の服薬など、主治医と相談しながら対策をしましょう。

「いのちへの優しさとおもいやり」

　臓器移植は、臓器提供者の方々はもとより、広く社会の理解と支援があってはじめて成り立つ医療です。平成
22年に施行された改正臓器移植法により、ご本人の臓器提供に係る意思が不明の場合でもご家族の書面同意に
より脳死下での臓器提供が可能となりましたが、依然として多くの方々が移植を受けられる日を心待ちにしてお
られます。
　厚生労働省では、臓器移植が正しい理解に基づきさらに進むように、毎年10月を「臓器移植普及推進月間」と
定め、啓発を行っています。

予防接種の接種時期（年齢）を超えたお子さんへ
新型コロナウイルス感染症対策

年中児の保護者の方へ　発達アンケートのお願い

Tetote ～てとて～ 通信

臓器移植普及推進月間

日　時　10月27日（火）10：00～11：30
場　所　ふれ愛センター
対　象　妊婦または小さなお子さん（生後8か月

まで）の保護者
お母さん同士の仲間づくりの場です。　　　　
ぜひ、遊びに来てください。

　町内をレントゲンバスが巡回します。
巡回日　10月22日（木）・23日（金）
対　象　今年度、胸部検診を受診していない
　　　　40歳以上の町民
※巡回場所や時間は、今月の広報紙と一緒にお届

けしたチラシをご覧ください。

10月のトレーニング教室

胸部（結核・肺がん）検診を
受けましょう

　２大失明原因である緑内障と
糖尿病網膜症は、初期には自覚
症状が全くありません。
　あなたの目の健康を守るため、
年に一度は眼科専門医で診ても
らいましょう。

　妊娠届の受付は、ふれ愛センター
で行っています。
　手続きには、印鑑が必要です。　
　妊娠について気になることがあれ
ば、遠慮なくご相談ください。

※なお、助産師に相談したい方は火・金曜日の午前
中にお願いします。

目 の 愛 護 月 間

マタニティー＆ベビーサロン

妊娠届について

感染症対策を講じ、実施します。
日　時	 ２日・９日・16日・23日・30日の金曜日
　トレーニングマシンによる運動（18：00～20：30）
　ストレッチポール2回（１回につき先着８名まで）
　　（18：45～19：05、19：10～19：30）
　健康リズム体操（19：40～20：30）

場　所	 はあと館（社会福祉センター）
対　象	 町内在住・在勤の成人の方
持ってくるもの　
 室内用運動靴、飲み物、タオル、
 消毒作業用タオルなど

☆発熱、風邪のような症状のある方は、参加をご遠
慮ください。

☆教室参加中は必ずマスクを着用してください。
☆教室終了後は消毒作業にご協力ください。
※新型コロナウイルスの感染拡大により、急きょ中

止・内容変更する場合があります。

感染対策にご協力ください
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町民の皆さんが普段の生活の中で、抱えている悩
みや困りごとを相談員の方に相談できる窓口です。

■行政相談
　◯10月8日（木）13：30～15：30
　　みなべ町役場

■消費生活巡回相談
　◯10月1日（木）13：00～15：00
　　みなべ町役場

■農業資金相談
　◯10月28日（水）13：00～16：00
　　みなべ町役場
　○申込先　産業課（℡	72-1337）
　　※個別相談のため、事前申込が必要です。
　　　【10月23日（金）まで】

■生活お困り相談
　◯10月27日（火）13：30～15：30
　　みなべ町役場

■教育相談
　◯教育学習課
　　⃝学校は、℡	74-2191へ。
　　⃝幼稚園、保育所、学童保育所は、℡	74-3738へ。

■暮らしなんでも相談（町社協）
　◯毎週月～金曜日9：00～16：00
　　はあと館
　
■身近な民生委員・児童委員さんにご相談を

　民生委員・児童委員は相談内容に応じて必要
な支援が受けられるように行政や関係機関につ
ないでくれます。
　また、児童福祉を専門とする主任児童委員も
います。
お問い合わせ先  住民福祉課（℡ 72-2161）へ。

■県による巡回職業相談
　◯10月9日（金）・28日（水）13：00～15：00　
　　南部公民館

相談員が求人情報を提供、また求職の相談を受
けます。くわしくは、日高振興局企画産業課（℡
0738-24-2911）へ。

■田辺年金事務所年金相談
◯10月10日（土）（9：30～16：00）
　同事務所（田辺市朝日ヶ丘 ℡ 24-0432）へ。
ねんきんダイヤル　0570-05-1165

（IP電話・PHSからは℡03-6700-1165へ）
月曜日　　　午前8：30～午後7：00
火～金曜日　午前8：30～午後5：15
第２土曜日　午前9：30～午後4：00
※月曜日が祝日の場合は翌日以降の開所日初日

に午後7：00まで相談をお受けします。
※祝日（第2土曜日を除く）、12月29日～1月3日

は休み。

■延長窓口実施日時
　◯毎週木曜日 17：15～19：00
　　（年末年始、祝日は除く）
■開設場所　　住民福祉課
■交付できる証明書　　
　◎住民票の写し ◎印鑑登録証明書
　◎マイナンバーカードの交付
■連絡先　住民福祉課 ℡ 72-2161

夜 間（土曜日）・小児救急診療所

延 長 窓 口

◯毎週土曜日18：00～21：30
　（年末年始、祝日は除く）
　田辺市高雄一丁目23-1
　（田辺市民総合センター内）℡ 26-4909へ

各種 相談
など

　住民福祉課では、平日の開庁時間に来庁
できない人のために、時間外に証明書などを
発行します。
　サービスを利用される場合は、必ず当日の
午後5時15分までにご連絡ください。

10月のテーマ展示

「免疫力を高めよう」
　今年の夏の例年以上の暑さにより、体力や免疫
力は思った以上に落ちているかもしれません。コロ
ナだけでなく、インフルエンザも流行るこれからの
時期に向け、免疫力を高めましょう。心と体のメンテ
ナンスにお役立ちの本をそろえました。

「おいしい物がたべたい」
　物語にはおいしそうな食べ物がよく出てきま
す。本を読みながらお腹が「ぐぅ」なんて事もあるの
では？お腹がすきそうな本をそろえました。

　夏に募集を行った手づくりのちいさなえほんの
展示を下記のとおり実施します。
１０月１７日（土）～２５日（日） ゆめよみ館
１０月２９日（木）～３１日（土） 上南部分館
１１月　５日（木）～　６日（金） 高城公民館

　10月27日（火）～11月11日（水）の期間中は、何
冊借りていただいてもＯＫ！（新刊・雑誌・視聴覚
資料は対象外です）なお、貸出期間は２週間です。

2階

1階

ゆめよみ館は祝日も開館しています

 ３日（土） わくわくタイム（10：30～）
  おはなし会（14:00～）
 ５日（月） 休館
 10日（土） おはなし会（14:00～）
 12日（月） 休館
 17日（土） おはなし会（14:00～）
  手づくりのちいさな
  えほん展（～25日）
 19日（月） 休館
 22日（木） ちいさいひとのための
  おはなし会（0～3歳）
  （10:30～）
 24日（土） ビデオ上映会（10：30～）
  おはなし会（14:00～）
 26日（月） 休館
 30日（金） 休館（館内整理日）
 31日（土） おはなし会（14:00～）

※新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、中止になる場合があります。

ゆめよみ館
10月のカレンダー

上南部分館 おはなしの会
10月10日（土）午前１０時３０分から

手づくりのちいさなえほん展

読書の秋！「借りたい放題」を実施します

『被災したあなたを助ける
　　　　お金とくらしの話』

岡本正　著（弘文堂）

　「貴重品を失った」「支払いができない」といった災害
時におこるお金にまつわる不安は、もはや他人事では
ありません。これからは災害時の備えとともに、被災後
に日常生活を取り戻すための「知識」の備えが必要とな
ります。被災者を助けるための法律や制度への知識が
あれば、生活再建への希望となります。

こんな本、いかが?

今月のオススメ	
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三さんが人命救助功労表彰

8月中の異動
出生 5人
死亡 19人
転入 21人
転出 20人
高齢化割合

（６５歳以上）３2.4％

人 の うご き

8月届出分（敬称略）
（了承をいただいた方だけを掲載しています）

 8月末現在 （前月比）
 男 5,873人 （－8人）
 女 ６，524人 （－5人）
 人口 １２，397人 （－13人）
 世帯数 ４，786世帯 （+3世帯）

　9月14日、日高広域消防事務組合南部出張所で、海上で救助を求めていた青年を助けた大川恵三さん(埴
田、渡船業)に日高広域消防事務組合小西消防長より感謝状が贈られました。
　8月15日、県外から来ていた4人がゴムボートに乗り、鹿島に渡ろうとしたが、ボートが横風で流され始めたた
め、4人が海に飛び込み、3人が近くの離島に泳ぎ着くも、19歳の青年が泳ぎが不得意のため、海上に仰向け
に浮いていたところ、大川さんの漁船に救助されたものです。
　大川さんは、「息子と同じくらいの歳だったので、助かってよかった」と話してくれました。

小西消防長より、感謝状を贈られる大川さん


